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研究の概要 

 
１ はじめに 

国際観光の重要性はここ数年で飛躍的に高まっており、政府においても２１世紀の進路

として観光立国を目指し、訪日外国人旅行者を２０１０年までに倍増するという目標を掲

げている。観光立国の推進にあたって圧倒的に重要となるのは、観光統計の整備であり、

最近の官民の各種提言等1においても観光統計の整備充実が求められている。 
観光統計により外国人観光客の動向を詳しく把握することは、ターゲットとすべき国・

地域や季節ごとの訪問客数の変動等に対応した観光政策の立案に必要であり、また実績に

基づく観光政策の評価・検証を可能とするものである。加えて、観光統計は、単に観光政

策にとって有用であるだけでなく、人の動きを把握するという意味で、より広範な地域政

策の立案・検証にも必要な統計である。さらに、観光の経済効果等を把握し、観光の重要

性等を国民に浸透させるためにも、観光統計は重要な役割を果たすと考えられる。 
このように、観光立国の実現に向けて統計整備が重要となっているが、現状では様々な

政策の立案や効果の検証のための基礎となる包括的な観光統計がなく、基準が統一されて

いないため地域間比較もできない等の問題点がある。また、近年、観光に関する統計整備

を進める動きが国際的に急速に強まっていることも踏まえ、こうした国際的な動きと連携

を取り、統計整備を進めることは、経済大国としての我が国の重要な責務の一つである。 
そこで本研究においては、「外国人観光客に係る統計情報のあり方に関する研究会」を

開催し、外国人観光客に係る我が国の既存統計及び海外の統計の現状を整理するとともに、

日本人観光客を含む包括的な観光統計の整備に資することも展望しつつ、外国人観光客に

係る統計の整備に向けて克服すべき課題・問題点及び日本で整備すべき統計情報の基本的

イメージについて、実務的・実践的な観点から検討を進めてきた。本報告書は、その調査

結果をまとめたものである。 
 
 
２ 外国人観光客に関する既存統計 

(1) 外国人観光客に関する我が国の既存統計 

 我が国の外国人観光客に関する主要な統計としては、「出入国管理統計」（法務省）、「訪

日外国人旅行者調査」（独立行政法人国際観光振興機構 (Japan National Tourist 
Organization)。以下「ＪＮＴＯ」という。）、「国際航空旅客動態調査」（国土交通省航空局）

及び「国際収支統計（旅行収支）」（財務省・日本銀行）を挙げることができる。表１にこ

れら統計の調査概要を示す。 
 

①法務省「出入国管理統計」 

出入国管理統計はすべての外国人出国者及び入国者を対象としており、正規出入国者以

外に協定該当者、特例上陸人員についても集計している。2002 年の正規外国人入国者数は

                                                 
1 例えば政府レベルでは「観光立国行動計画」（平成１５年７月 観光立国関係閣僚会議）や「経済財政運営

と構造改革に関する基本方針 2002」（平成１４年６月 閣議決定）において観光統計の整備充実が掲げられて

いるほか、民間においても「２１世紀のわが国観光のあり方に関する提言―新しい国づくりのために―」（平

成１２年１０月 (社)経済団体連合会）において観光統計の整備充実の重要性が指摘されている。 
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577.2 万人、うち短期滞在は 430.2 万人となっている。正規入国者以外では、協定該当者

（米軍等）が 13.2 万人、特例上陸者は 204.1 万人（うち乗員上陸が 130.5 万人）と集計さ

れている。 

なお、ＪＮＴＯが公表する「訪日外客数」は、出入国管理統計に基づき、正規入国外国

人から日本に永住的に居住する外国人を除き、特例上陸者のうち一時上陸者（寄港地上陸

者及び周辺上陸の乗客）並びに通過観光客（観光通過上陸者）を加えて集計しており、2002

年のＪＮＴＯ訪日外客数は 523.9 万人である。 

 

②ＪＮＴＯ「訪日外国人旅行者調査～訪問地等について」 

訪日外国人旅行者調査は、国際空港等から出国する外国人旅行者（滞在期間２日以上、

６カ月以内）を対象に、属性（居住国・地域、性別・年齢層）や訪日目的、訪問地、旅行

形態等の項目について調査員聞き取り（アンケート）により実施されている。調査地点に

ついては、2002 年調査では新千歳、成田、名古屋、関西、福岡、那覇の国内６空港である

が、2004 年調査からは韓国人旅行者の多い博多港が調査地点に追加される予定である。 

 

③国土交通省航空局「国際航空旅客動態調査」 

国際航空旅客動態調査は、国際航空旅客の個人属性、国内流動、国際流動及び空港選択

理由を調査し、国際空港整備に資する基礎資料を得るため、すべての国際線定期便就航空

港における出国旅客（日本人、外国人）及びトランジット客を対象として、調査員聞き取

りにより実施されている。 

 

④財務省・日本銀行「国際収支統計（旅行収支）」～「訪日外国人旅行者消費額等の動向調査」 

訪日外国人旅行者消費額等の動向調査は、従来把握されていなかった外国人が我が国に

持ち込む円貨等に関するデータを収集し、これを国際収支統計の基幹項目の一つである旅

行収支に反映させるため、2002 年に成田空港から出国する外国人を対象として実施されて

いる。なお、旅行収支が対象とする旅行者の範囲としては、１年以内の短期滞在者に加え

て、留学生については滞在日数に関係なく旅行者とみなすとされている（ＩＭＦ国際収支

マニュアル第５版による）。 
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(2) 都道府県における外国人観光客統計の現状 

都道府県の入込統計においても、独自に外国人に関する統計を作成している例がいくつ

か見受けられるが、統計手法は統一されていない。 
47 都道府県のうち外国人観光客に関する統計を独自に作成しているケースは、19 道県

となっている（ＪＮＴＯ「訪日外国人旅行者調査」の都道府県訪問率をそのまま掲載して

いる例等は除く）。ただし、石川県（兼六園のみ）や沖縄県（出入国管理統計を独自に加工）

の簡便な統計を含めた場合は 21 道県となる。表２に都道府県における外国人観光客統計の

作成状況を示す。 
なお、各都道府県が独自に実施してきた入込統計の手法・基準を統一化するため、 (社)

日本観光協会が「全国観光統計基準」を作成しており、2003 年には８都道府県の入込統計

において同基準が採用されている。同基準では、宿泊施設に対する外国人観光客の宿泊数

の聞き取り調査から、外国人観光客数を把握することとしている。 
都道府県における外国人観光客統計の作成状況をみると、総入込数（宿泊客数＋日帰り

客数）を推計しているのは、簡易推計を含めて 12 道県である。宿泊客数では 11 道県、宿

泊延泊数では５道県、日帰り客数は３県となっている（いずれも簡易な推計方法を除く）。

このうち北海道では、宿泊施設調査を実施するとともに、貸切バス利用状況調査等から外

国人観光客の平均宿泊日数を把握し、宿泊延べ数を平均宿泊日数で除することにより外国

人観光客総数を推計している。その他の県では、観光施設調査から外国人観光客総数を推

計している場合が多いものの、外国人数を把握している観光施設は、島根県（一部市町村）、

熊本県（22 軒）など限定的と考えられる。また、山梨県では宿泊施設調査から得た延べ宿

泊数に占める外国人比率を基に、県外観光客と同じ係数を用いて、宿泊延べ数、総入込客

数等の指標の推計を行っている。 
宿泊施設調査を行っている道県のうち、ほぼ全施設調査を行っているものは北海道だけ

であり、他の県では、秋田県（184 宿泊施設のみ）、福島県（15 の観光協会のみ）、愛知県

（回答宿泊施設のみ）など任意の標本施設を抽出して実施しているケースが多く、施設数

を明記していない資料もある。また、標本調査結果を基に県内全施設に拡大推計するとい

った作業は行われていない。 
対象宿泊施設の種別については、北海道では、ホテル、旅館、簡易宿所という区分をし

ており、別荘、同伴ホテル、カプセルホテル等を除くほとんどの宿泊施設タイプが原則と

して調査対象となっている。他の県の場合は、熊本県（大型宿泊施設のみ）など、比較的

大型のホテルや旅館に偏るケースが多い。 
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３ 海外における外国人観光客統計の現状と新たな展開 

(1) 海外における外国人観光客統計の現状 

世界観光機関（World Tourism Organization。以下「ＷＴＯ」という。）では、1999 年

の調査“Methodological Supplement to World Tourism Statistics”において、世界各国

の観光統計作成状況の整理を試みている。この調査では、217 の国の観光機関へ調査票を

送付し、130 カ国から回答を得ている（回収率 60％）。 
130 カ国のうち、外国人観光客統計を整備している国は 125 カ国、96％に上っており、

これは海外旅行統計（68％）や国内旅行統計（51％）に比較して高い比率となっている。 

 海外において外国人観光客統計を編集するために収集しているデータとしては、ＥＤカ

ードが最も多く、125 カ国中 90 カ国と 72％が活用している。宿泊施設記録については 66

カ国 53％、来訪客調査は 70 カ国 56％が収集している。 

なお、ＷＴＯが定めた観光客の定義は以下のとおりである。 
・ 非日常圏への１２カ月以内の外出で、行き先での報酬を伴わないもの 
・ 宿泊客と日帰り客（通過客を含む） 
・ 日常的に国境を越える労働者を除く 
・ 入国しないトランジット客を除く 
・ 移民、遊牧民、難民を除く 
・ 軍人、外交官等の公用旅行を除く 

 
(2) 主要な国際観光客受入国における外国人観光客統計の現状 

2002 年における国際観光客主要受入数上位 10 カ国について、その外国人観光客統計の

現状を 1999 年の“Methodological Supplement to World Tourism Statistics”から整理す

る。なお、ＥＵ諸国においては、現在ＥＵ Directive に沿って外国人観光客に係る統計手

法を統一する方向で見直し中である。 
10 カ国は、上から順に、フランス、スペイン、米国、イタリア、中国、英国、カナダ、

メキシコ、オーストリア、ドイツである（表３参照）。 

10 カ国のうち、外国人観光客統計の作成にＥＤカードを利用している国は４カ国、宿泊

記録を利用している国は５カ国、旅行者調査を実施している国は７カ国となっている（ス

ペイン、中国等、その後の質問でＥＤカード、宿泊記録等について回答しているケースが

ある）。 
ＥＤカードを利用している国はアメリカ、カナダ、メキシコなど北米に多い他、中国も

使用していると回答している。ヨーロッパ諸国ではＥＤカードは外国人観光客統計にあま

り利用されていない。 

国による宿泊施設名簿所有の有無については、10 カ国中６カ国が所有していると回答し

ている（イギリスでは地方政府観光局ベースで収集しており、これを合わせると７カ国）。

アメリカ、カナダ、ドイツでは所有していないとしている。 

旅行者調査は、10 カ国中８カ国で実施されており、オーストリアとドイツでは実施され

ていない。（中国は、表３において外国人観光客統計作成のために旅行者調査を使用してい

るとは回答していないが、別の項目において実施していると回答している。）旅行者調査を

実施している８カ国とも空港、国境道路、機内など、すべて国境調査として行われており、

調査の目的としては、客層の把握、消費額の把握、国際収支統計の作成（イタリア、英国、

中国）などが挙げられている。 
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表３ 主要受入国における外国人観光客統計の情報ソース  [02 年国際観光客受入数上位 10 ヶ国] 

 
(3) 外国人観光客に係る統計手法の国際統一基準策定への動き 

①外国人観光客に係る統計手法の統一への取組み 

ＷＴＯでは、2003 年より新たなプロジェクトとして、外国人観光客統計の国際統一基準

の策定に取り組んでいる。これは、米・カナダ・メキシコ・スペイン・イタリア・スウェ

ーデン・フィンランド・仏の８カ国での現行サーベイ手法を比較しつつ、最小の情報量で、

行政目的・統計目的・分析目的といった多くの行政機関の用に供する最良のモデルを構築

しようとする試みである。 

これら８カ国の外国人観光客統計の検討を経て、ＷＴＯでは外国人観光客に係る消費額

の推計調査のプロポーザルを作成している（ＷＴＯ “Measuring Visitor Expenditure For 
Inbound Tourism”）。この調査票案は、観光宣伝施策や観光統計を作成する国の観光行政

機関のみならず、国際収支を作成する中央銀行やＳＮＡを作成する国の統計機関の利用に

も資するものとなっている。 

さらにＷＴＯでは、次のステップとして、ＷＴＯの提案する調査票の妥当性を検証する

ため（地域差等を考慮するため）、世界 48 カ国を選定して、外国人観光客統計の作成状況

についてのアンケート調査を実施している（2004 年度中に最終結果公表予定）。我が国の

外国人観光客統計を整備する上でも、国際的整合性に配慮する観点から、ＷＴＯの調査結

果をある程度参考としていく必要がある。 
 
②ＥＵにおける宿泊統計の進展 

宿泊記録等による外国人観光数統計に関しては、ＥＵにおいて統計法による整備が進ん

でおり、“EU Tourism Statistics Directive”が 1995 年 12 月に策定されている。 
また、ＥＵで作成されている“The Design and Implementation of Surveys on Inbound 

Tourism ,2000 年５月刊行”の第４章“Inbound Visitors To An Open Area”において、宿

泊施設や主要観光施設等でのサーベイ方法が整理されている。 
このほか、速報性のあるデータへのニーズの高まりから、スウェーデンでは、2002 年秋

よりインターネットを用いた宿泊統計の作成が準備されている。 

 
 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位
フランス スペイン アメリカ イタリア 中国 英国 カナダ メキシコ オーストリア ドイツ

（1）インバウンド・ツーリズムに関して編集
されている統計があるか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（2）データ収集の方法は？
　出入国カード ○ ○ ○ ○
　宿泊記録 ○ ○ ○ ○ ○
　訪問客調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　その他 ○ ○ ○
（3）データ収集をする組織があるか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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４ 我が国の外国人観光客に係る統計情報のあり方について 

(1) 訪日外国人観光客統計の問題点 

我が国における外国人観光客統計の問題点としては、下記の点を挙げることができる。 
 
・ 様々な目的で観光客に関わる統計が作成されているものの、包括的な統計がなく、断

片的になっている。 
・ 都道府県のレベルでは、統計が作成されていない地域が多いことや統計の基準が統一

されていないために地域間の比較ができない。公表の頻度や集計期間（年度・暦年）

も一定ではない。 
・ 各種旅行者調査（国境調査）における訪日外国人観光客数の定義（範囲）も曖昧であ

る。報酬を伴う旅行を含むかといった点や、対象となる旅行の滞在日数は、調査によ

って異なる。 
・ 宿泊施設から情報を得る場合でも民宿が入るかどうかなど地域・統計により差異があ

る。 
・ 旅行消費額についての調査が整備されていない（財務省「訪日外国人旅行者消費額等

の動向調査」など単年度で終了する調査が多い）。 
・ 統計法に基づく調査でないことから、サーベイ調査に強制力がない。 
・ 訪日外国人観光客統計全般に申告者の捕捉率が低い。 
・ 統計を作成している個々の調査機関にとって調査コストの負担は大きい。このため、

海外における旅行者調査に比較して我が国の旅行者調査は全般に標本数が少ない。ま

た、地域性を配慮した調査地点数の設定や、季節性を考慮した調査日数（頻度）の設

定において、母集団と異なる標本設計とならざるを得ない面がある。 
・ 旅行者調査で、訪問地率を推計する場合、調査空港所在都道府県の比率が高くなる傾

向がある。また、大都市を除き、訪問地名を想記させることが困難なケースもある。 
・ 外国人が記入したＥＤカードも、旅館業法における宿泊者名簿についても、統計化は

行われていない。また、宿泊施設の名簿（リスト）が整備されていない。 
 
(2) 統計整備の基本的方向 

我が国において外国人観光客統計を整備するための基本的方向を整理すると、下記の点

が必要となる。 
 
①緊急性 

国際観光の重要性はここ数年で飛躍的に高まっており、政府においても２１世紀の進

路として観光立国を目指し、訪日外国人旅行者を２０１０年までに倍増するという目標

を掲げている。観光統計の整備は観光立国を推進し、実現するための基礎であり、最も

重要な対策として早急に統計整備を進める必要がある。 
 

②国際的整合性 

近年、国際観光に関する統計整備を進める動きが国際的に急速に強まっている。こう

した国際的な動きと連携を取り、統計整備を進めることは、経済大国としての我が国の

重要な責務の一つであり、積極的な国際協力・貢献が望まれる。我が国における外国人

観光客統計の整備には、世界各国の統計情報との比較という視点も重要となることから、
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定義等に関する国際的整合性に十分配慮し、国際比較に耐え得る統計を整備する必要が

ある。 
 

③包括性 

今日の我が国における観光の重要性にかんがみると、外国人観光客のみならず日本人

旅行者も含めた統計情報が地域間で比較できるよう包括性・統一性に配慮するとともに、

宿泊統計においては、可能な限り広範の施設を調査対象とする必要がある。 
 

④公表の迅速性 

  統計情報を的確に観光政策や観光関連団体・事業者の取組に反映させることを展望す

ると、月次でデータを集計し、速報ベースでは翌月に公表する等の迅速な対応を推進す

る必要がある。 
 

⑤継続性 

観光統計は、単に観光政策にとって有用であるだけでなく、人の動きを把握するとい

う意味で、地域政策の立案・検証にも必要な統計である。政策効果を正確に検証するた

めには、時系列において整合性のある統計情報が不可欠であることから、統計調査の法

的位置づけに関する明確化を検討すること等により、データの継続性を確保する必要が

ある。 
 

⑥安定性・匿名性 

  報告者の協力を得て信頼できる統計を作成するためには、個別報告者のデータが個人

情報として保護され、統計作成以外の目的で利用されないようデータベースの適切な管

理体制を構築する必要がある。 
 
(3) 整備することが望ましい統計と役割分担 

上記の問題点及び基本的方向を踏まえて、我が国において今後整備すべき外国人観光

客統計について、必要とされる統計情報のイメージと国・地域の役割分担を整理する。

また、対応する調査方法について整理する。 
 
①国レベルで必要な対応 

・ 国に期待される役割は、全国的な基準の統一、統計調査の法的位置づけに関する明確

化の検討、全国データの集計・公表とデータベースの管理体制の検討に対応すること

である。 
・ 外国人観光客の消費動向や消費による経済波及効果を把握するためには、消費統計が

必要となる。また、世界各国で導入が進められているＴＳＡ（ツーリズム・サテライ

ト・アカウント2）により観光経済を測定する上で外国人観光市場の基礎資料ともなる。 
                                                 
2 ツーリズム・サテライト・アカウント（Tourism Satellite Account） 
 
ＧＤＰなどの国民経済計算だけでは十分把握できない経済活動に関して、国民経済計算を補完する目的で、そ

の概念に準拠して作成される諸統計（サテライト・アカウント）のうち、ツーリズムに関するものをいう。国

内旅行消費額、外国人旅行消費額、観光ＧＤＰ、観光産業の雇用等の統計からなる。2000 年に国連において、

ＴＳＡの方法論が国際標準として採択された。 
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・ ＩＭＦ基準に準じて旅行収支（国際収支統計）を作成するためには、持ち込み円貨や

支払手段等の別の消費額と、業務、観光の目的区分を毎年把握していくことが望まし

い。 
・ 海外においては、滞在期間・平均泊数の指標は重視されている。発国別の１泊あたり

消費額等の指標等がマーケティングに活用される例が多い。 
・ 性・年代、旅行目的、旅行形態（団体／個人別）、国内交通機関等、旅行動向について

の包括的な統計情報が、効果的なプロモーション活動を進める上で必要である。 
・ 宿泊統計が整備された場合、親類・知人宅訪問など、宿泊記録に反映されない統計情

報を補完するため、サーベイ調査等による宿泊施設種別についての情報が必要である。 
 
②地域レベルで必要な対応 

・ 地域に期待される役割は、全国統一の基準に基づくデータの収集、特に地域内の宿泊

統計の迅速な集計・公表に対応することである。 
・ 都道府県別・市町村別の外国人観光客については、最も基礎的な情報として、到着数、

宿泊（延）数を把握することが必要である。これにより、地域間比較が可能となる他、

経済効果推計の基礎数値としても活用できる。 
・ 到着数、宿泊数の月次データを集計・公表することによって、地域毎に季節性を把握

できる他、効果的なプロモーション展開や、各種施策に対する政策評価の精度を高め

ることが可能となる。 
・ インターネットを活用するなどして統計の速報性を高めることにより、観光関連業界

だけでなく、地域の広範な事業者に有用なマーケティング情報を提供することができ

る。 
 
③民間に求められる対応 

・ 統計調査の充実のためには、観光関連民間企業の協力が不可欠である。統計調査の充

実そのものが観光関連企業の戦略策定や経営基盤強化に資することを勘案し、観光関

連民間企業においても統計作成に積極的に協力することが期待される。 
・ 統計作成における民間企業の協力に当たっては、関連諸団体による働きかけや連携が

有用であり、統計充実に向けて、諸団体による積極的な推進活動が望まれる。 
 
④統計情報の収集方法 

・ 国レベルで整備することが望ましい統計情報は、消費額、属性・旅行内容等に係るも

のであり、主に国境調査（旅行者調査）によって収集される。消費額、滞在期間等の

情報としては、出国時の調査が適当である。 
・ 地域レベルの統計情報は、まず宿泊統計を整備することによって得られる。消費額や

経済効果、満足度やプロモーション効果等について、追加的な情報を得る場合には、

適宜各地域において旅行者調査や主要な特定施設の入場者数調査等を定期的・持続的

に実施する。 
 
 (4) 統計整備への検討項目 

更に、今後統計化を推進していくに当たって、検討が必要とされる事項は以下のとおり

である。 
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○定義等の検討 
・ 統計の対象とすべき訪日外国人観光客の定義を明確にする。 
・ 宿泊統計においては、調査対象となる施設の範囲について、施設種別や規模などを軸

に、統計化の難易度等を勘案しつつ決定する必要がある。また、全国の宿泊施設名簿

を作成する必要がある。 
・ 定義等については、ＷＴＯの外国人観光客統計に関する国際統一基準化の動きも参考

としていく。 
 
○調査方法・推進主体の検討 
・ 調査方法については、先進国やＥＵの事例も参考とする。調査コストの削減や速報性

の向上、回答率・回収率の向上のため、インターネット活用等（フランス、スウェー

デン等に事例あり）、新しい調査技術の積極的な活用についても検討する。 
・ 調査予算や、技術的制約を踏まえて、調査方法、標本数、公表の頻度等の検討を行う。 
・ 指定統計あるいは承認統計を含めた統計法上の位置づけを検討する。 
・ 推進主体・人員、調査予算の確保を推進する。関係各機関が可能な範囲で連携を行う。 
・ 外国人観光客に係る統計情報について、データベースの構築が重要であり、その管理

主体を明確にする必要がある。 
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５ 「外国人観光客に係る統計情報のあり方に関する研究会」について 

(1) 体制 

国土交通政策研究所に設置 
＜メンバー＞ 
◎額賀   信  株式会社ちばぎん総合研究所社長 
○松本  和幸  立教大学観光学部教授 
・高橋  秀夫  社団法人日本経済団体連合会産業本部長 
・古賀   学  社団法人日本観光協会調査企画部長 
・小田中 克巳  社団法人日本ツーリズム産業団体連合会事業部長 
・小堀   守  独立行政法人国際観光振興機構事業開発部調査・情報室長 
・伊藤  邦宏  北海道経済部観光振興課長 
・萩野   覚  日本銀行国際局国際収支課企画役 
（武田  英俊  日本銀行国際局国際収支課調査役） 

 
・秡川  直也  国土交通省総合政策局観光企画課企画官 
・田島  聖一  国土交通省総合政策局国際観光推進課長補佐 
・舟本     浩  国土交通省総合政策局観光地域振興課長補佐 
・大高   豪太  国土交通省総合政策局情報管理部情報企画課長補佐 
・伴     正  国土交通省総合政策局情報管理部交通調査統計課長補佐 
・吉田 耕一郎  国土交通省総合政策局情報管理部交通調査統計課調査室長 

 
＜事務局＞ 
・河田  守弘  国土交通省国土交通政策研究所総括主任研究官 

  ・日原  勝也  国土交通省国土交通政策研究所主任研究官 
  ・蹴揚   秀男  国土交通省国土交通政策研究所研究官 
  ・塩谷  英生  財団法人日本交通公社主任研究員 

◎：座長、○：座長代理、敬称略 
（ ）内は前任者 

(2) 研究会の概要 

第１回研究会 
・ 開催日時 平成１６年７月２日（金） １０：００～１２：００ 

・ 開催場所 中央合同庁舎第２号館低層棟 共用会議室２Ａ 

・ 議事   

 

 

 

第２回研究会 
・ 開催日時 平成１６年１０月２９日（金） １４：００～１６：００ 
・ 開催場所 中央合同庁舎第２号館低層棟 共用会議室１ 
・ 議事   

① 趣旨と検討内容 

② 外国人観光客に係る統計情報の現状 

③ 意見交換 

① 報告書（案）について 
② 意見交換 


